
No ⽤語 読み⽅ 同義語 定義 凡例（使い⽅）

1 ⼀般整備 いっぱんせいび ー ⾃動⾞特定整備以外の、⽇常的な点検や修理・部品交換などを指す。路線バスでは、運⾏中の不具合や点呼時の指摘に応じ
て実施され、⾞両状態を維持するための基本的な整備区分となる。 点検で不具合が⾒つかり、⼀般整備として対応することになった。

2 インターバル いんたーばる 休息時間 運転⼿が乗務を終えてから次の乗務を開始するまでに確保すべき休息時間を指す。⼀定時間の連続休息の確保が法律で求めら
れており、安全運⾏と労務管理の適正を維持するために定められている。

翌⽇の仕業を調整し、必要なインターバルが確保されるよう勤務を変更す
る。

3 運⾏表 うんこうひょう スターフ 各便ごとに起終点の停留所、途中停留所の発⾞時刻、系統番号、運⾏区分などを記載した⼀覧を指す。運転席右側などに設
置され、運転⼿が運⾏中に確認することで、ダイヤに沿った時刻管理や早発防⽌に⽤いられる。 運転⼿は運⾏表を確認し、停留所の発⾞時刻を把握する。

4 運賃原価 うんちんげんか ー 要素別原価表で集計した⼈件費、燃料油脂費、修繕費、保険料、減価償却費などを、所定の按分ルールにもとづいて路線・系
統へ配分し、運⾏に必要な費⽤として合算したものを指す。 運⾏原価を算出し、費⽤構成の変化を確認する。

5 運賃三⾓表 うんちんさんかくひょう 三⾓表 対キロ区間制や区間制などで、乗⾞停留所と降⾞停留所の組合せごとに運賃を⽰した表を指す。停留所を縦軸・横軸に配置
し、交差部分に該当区間の運賃を記載する形式で、運賃区間の把握や運賃設定作業に⽤いられる。

停留所の追加に伴い、運賃三⾓表を更新して各区間の運賃を再確認す
る。

6 運賃箱 うんちんばこ ー 乗客が運賃を⽀払うために⾞内へ設置されている機器を指す。現⾦、ICカード、整理券などの扱いに対応し、投⼊⾦額の確認・
運賃計算・両替などの機能を備える。路線バスの収受業務の中⼼となる装置であり、運転席付近に設置される。 運賃箱の点検を⾏い、ICカードの読み取り状況を確認する。

7 運転基準図 うんてんきじゅんず ー
バス事業者が作成・備付けを義務付けられている資料で、各系統の⾛⾏経路に沿って、安全運⾏上注意すべき道路状況をまと
めたものを指す。交差点や急カーブ、踏切、⾒通し不良地点、幅員の狭い区間、事故多発地点、凍結時の注意区間などを記載
し、運転⼿が経路習熟や乗務前の確認に⽤いる。

新路線の開設に合わせて運転基準図を作成し、危険個所を運転⼿教育
で共有する。

8 運転者台帳 うんてんしゃだいちょう 乗務員台帳 運転⼿の資格・経歴・健康状態・指導教育履歴などを記録・管理するための帳票。運⾏管理上必要な情報を⼀元的に把握す
るために作成・保管される。

運転者台帳を確認し、運転⼿の免許区分と適性検査の有効期限を確認
する。

9 運転⽇報 うんてんにっぽう 乗務記録
運転⼿が1⽇の乗務および勤務状況を記録するもので、乗務開始・終了時刻、出発・到着の実績時刻、運⾏遅れの有無、休憩
の取得状況、乗務中の異常などを記載する。営業所はこれをもとに、計画（ダイヤ）との差異や勤務実績を確認し、労務管理や
給与計算に反映する。

営業所で運転⽇報を確認し、運⾏遅れや休憩取得状況を勤務実績として
整理する。

10 遠隔点呼 えんかくてんこ ⾃動点呼
遠隔点呼機器を⽤いて、営業所等とは異なる場所にいる運転⼿等に対して⾏う点呼を指す。運⾏管理者⼜は補助者が、映像
及び⾳声等により運転⼿の本⼈確認、健康状態、酒気帯びの有無の確認や業務上の注意事項の伝達などを⾏う。営業所から
離れた場所で乗務を開始⼜は終了する場合に、対⾯で実施する点呼に代えて実施される点呼の⽅法である。

営業所から離れた⾞庫で乗務を開始する乗務員に対し、遠隔点呼機器を
⽤いて遠隔点呼を実施した。

11 ODデータ おーでぃーでーた ー 旅客がどの停留所から乗⾞し（Origin）、どの停留所で降⾞したか（Destination）を⽰す1回ごとの乗降データを集約したも
の。路線別や時間帯別に整理し、需要分析や路線・ダイヤ計画の基礎資料として⽤いられる。

ODデータを確認したところ、朝ピークで◯◯駅前→△△営業所⽅⾯の流
動が増加しているため、次回ダイヤ検討の議題に追加してください。

12 ODメーター おどめーたー ー ⾞両がこれまでに⾛⾏した総距離を⽰す装置を指す。累計⾛⾏距離の把握に⽤いられ、整備周期の管理や⾞両更新判断、運
⾏実績の確認に活⽤される。 ODメーターの値を確認し、定期整備の実施時期を判断する。

13 回送 かいそう 空⾞ 旅客を乗せずに⾞両を移動させる運⾏を指す。営業運⾏の前後や途中で、⾞庫・営業所・始発停留所・終点などへ⾞両を移動
する際に実施され、実⾞運⾏には含まれない。 始発便の準備のため、⾞庫から起点停留所まで回送を⾏う。

14 学休 がっきゅう 休校⽇、登校⽇（閑散） 学校の⻑期休み期間を指す⽤語。通学需要が減少する時期であり、通常の平⽇とは異なるダイヤ（学休ダイヤ）が適⽤される
期間を⽰す。 学休に⼊るため、来週から該当路線が学休ダイヤに切り替わる。

15 幹線／フィーダ かんせん／ふぃーだ ー
系統や路線の役割を⽰す計画上の区分。幹線は複数の⾃治体をまたいで主要拠点間を結ぶ、地域間幹線系統としての中⼼的
な系統を指す。フィーダは地域内の移動需要に対応し、地域間幹線系統と連携してネットワーク全体の利便性を⾼める系統を指
す。

地域間幹線のダイヤ変更に合わせ、関連するフィーダ系統の時刻を調整す
る。

16 企画乗⾞券 きかくじょうしゃけん ー ⼀定の路線やエリアの⼀⽇乗り放題券や、観光施設の⼊園券などを組み合わせて販売するセット型の乗⾞券を指す。周遊利⽤
や観光利⽤を想定して内容を企画し、事業者ごとに設定される。 企画乗⾞券の利⽤動向を踏まえ、次期に向けた券種の⾒直しを⾏う。

17 基準運賃 きじゅんうんちん ー 運賃制度にもとづき具体的な運賃額を設定する際の基本となる運賃⽔準を指す。対キロ区間制の基準賃率、地帯制の地帯単
価、区間制の区間単価、均⼀制の均⼀単価などが該当し、これらをもとに各⽅式の運賃を算定する。 基準運賃を改定し、各⽅式の運賃表を再作成する。

18 希望休 きぼうきゅう ー 有休や公休として取得したい⽇を、運転⼿が事前に指定する休みの希望を指す。勤務・配⾞計画を作成する際に考慮され、公
休の配置や有休の付与⽇の調整に⽤いられる。 翌⽉の勤務作成に向けて、希望休を提出してもらう。

19 基本交番表 きほんこうばん 仕業、交番表、斜め交
番、輪番表、循環系統表

仕業を、労働制約などを踏まえて後の勤務計画が組みやすくなるよう⼀定の順序で配置した仕業の並び表を指す。事前に⼀定期
間分の勤務計画を作成する際、この表の順番に沿って運転⼿の担当仕業を営業所単位で割り付けやすくするために⽤いられる。 基本交番表に基づき、来⽉の運転⼿の勤務計画を営業所で作成する。

20 実⾞⾛⾏キロ当たり経常費⽤ じっしゃそうこうきろあたりけ
いじょうひよう

キロ単価
キロコスト

運⾏にかかる経費（運転⼿⼈件費、燃料費、⾞両維持費など）を、実⾞キロまたは総⾛⾏キロといった距離指標で割り、1キロ
当たりのコストとして⽰す概念を指す。どの距離指標を基準とするかにより値は異なるが、路線採算や効率分析の基礎として⽤いら
れる。

路線の実⾞⾛⾏キロ当たり経常費⽤を算出し、採算性の評価に利⽤す
る。

21 キロ程 きろてい ー 停留所間の距離を表す数値を指す。運賃計算や経路設定などで、どの停留所間を何キロとみなすかを⽰す基準として⽤いられ、
対キロ区間制などの運賃制度における計算の前提となる。 新設停留所を反映するため、当該系統のキロ程を⾒直す。

22 均⼀制 きんいつせい ー 路線・系統あるいは⼀定エリア内において、乗降する停留所にかかわらず、距離や乗⾞区間の短⻑に関係なく同⼀額の運賃を適
⽤する制度を指す。

当該路線は均⼀運賃220円で運⾏しており、どの停留所で乗降しても同
額となる。

23 勤務グループ きんむぐるーぷ ー
複数の運転⼿をまとめたグループを指し、斜め交番を運⽤する際に同じ順番で仕業を巡回させるための単位として⽤いられる。運
転可能な⾞両・路線などの制約により担当できる仕業が限定される場合は、その仕業に対応できるよう事前に勤務グループを編成
しておく。

担当制約に応じて勤務グループを編成し、斜め交番に反映する。

24 勤務・配⾞表 きんむひょう ー
勤務・配⾞計画表から運⾏⽇の仕業を抜き出し、それぞれに担当できる運転⼿と⾞両を割り当てて運⾏前に確定させた表を指
す。運⾏に必要な体制を整えるものであり、運⾏直前に発⽣する⽋勤や⾞両不具合などのイレギュラーに応じて、必要な調整が⾏
われる。

勤務・配⾞表を確認し、翌⽇に担当する仕業と⾞両を把握する。

25 勤務・配⾞計画表 きんむひょう
交番表、仕業表、乗務
表、シフト表、乗務割表、
勤務⼀覧表

運⾏⽇に運⾏する便をまとめた仕業ごとに、担当する運転⼿と⾞両を割り当てた計画表を指す。運⽤開始前に、⼀定期間分
（例︓1か⽉）をまとめて作成し、どの仕業を誰がどの⾞両で担当するかを⽰す。 勤務・配⾞計画表を作成し、各運転⼿に⾃分の担当仕業を共有する。

26 勤務ローテーション きんむろーてーしょん 斜め交番、循環系統 運転⼿が、基本交番表で定められた仕業の並び順に従って、⽇ごとに順番に仕業を担当する仕組みを指す。斜め交番とも呼ば
れ、あらかじめ定めた順序で仕業を回していくことで、勤務の偏りを避け、均⼀な勤務配分を確保する⽬的で⽤いられる。 勤務ローテーションに沿って、翌⽉の担当仕業を確認する。

27 区界停留所 くかいていりゅうじょ ー 運賃計算に⽤いる区間や地帯の境界として設定される停留所を指す。対キロ区間制のほか、特殊区間制・地帯制でも境界設定
の基準として⽤いられる。乗降停留所間のキロ程や運賃区分は、この区界停留所の位置に基づいて算出されている。

新設停留所の追加に伴い、対キロ制の区界停留所の位置を営業所で再
確認する。

28 区間時分 くかんじふん 割り分 停留所間を⾛⾏するのに要する所要時間を指し、路線や系統ごとに整理したもの。時間帯別や便別に細分して設定する場合も
あり、ダイヤ作成の前提となる⾛⾏時間として⽤いられる。 区間時分を時間帯別に⾒直し、次期ダイヤの設定に反映する。

29 運⾏経費補助 うんこうけいひほじょ ⽋損補助 ⾚字となる路線の運⾏を維持するために、⾃治体などが事業者へ⾚字額の⼀部または全部を補填することを指す。利⽤実績や運
⾏の必要性を踏まえて補助の要否が判断され、地域交通を維持する⼿段として⽤いられる。 利⽤状況をもとに、当該系統の運⾏経費補助を⾃治体へ申請する。

30 ⾞両減価償却費補助 しゃりょうげんかしょうきゃくひ
ほじょ

⾞両購⼊補助
減価償却補助

⾞両の購⼊に伴い発⽣する減価償却費の⼀部を補填する補助⾦を指す。補助額を減価償却費と相殺することで、⾞両購⼊に
よって⽣じる運⾏原価の増加を抑える役割を持つ。 ⾞両更新にあたり、⾞両減価償却費補助の活⽤可否を確認する。

31 公休 こうきゅう 週休
法律で定められた休⽇に相当し、会社が勤務・配⾞計画上「労働義務のない⽇」として指定した⽇を指す。バス運転⼿は曜⽇固
定ではなく、4週4休などの法定基準を満たすよう、個々⼈ごとに公休⽇が割り当てられ、その⽇は乗務を含むすべての業務から外
れる。

公休の回りを確認しながら、翌⽉の勤務・配⾞計画を組む。

32 公出 こうしゅつ
公休⽇で勤務予定のない乗務員が、乗務員の急な⽋勤や要員不⾜などのため、運⾏に必要な乗務員数を確保する⽬的で追
加で勤務することを指す。営業所や運⾏管理者が事前に調整し、通常の勤務計画で予定される範囲の調整では対応できない場
合に勤務として設定される。

乗務員の⽋勤により当⽇の運⾏に必要な要員が不⾜したため、公出として
別の乗務員が乗務を担当した。

33 仕業 しぎょう 棒ダイヤ、乗務系統、乗番 1⽇分の運⾏便をひとまとまりとして構成した業務単位を指し、運転⼿や⾞両の担当区分として⽤いられる。出庫から⼊庫までの運
⾏、回送、待機などを含めて整理され、勤務計画作成の基本となる。 新ダイヤに合わせて仕業を再編し、担当内容を営業所で⾒直す。

34 仕業グループ しぎょうぐるーぷ ー 平⽇・⼟曜・休⽇など、運⾏⽇区分ごとに設定される仕業のまとまりを指す。⽇区分によって運⾏便が異なるため、それぞれの区分
で実際に運⾏する仕業をまとめて管理するために⽤いられる。 休⽇ダイヤに合わせて、休⽇⽤の仕業グループを更新する。

35 仕業の分割・圧縮 しぎょうのぶんかつあっしゅく 時間外勤務要請 特定の仕業を途中で分け（分割）、その⼀部の便を別の仕業へまとめて組み替える（圧縮）ことを指す。運転⼿数や勤務条件
に応じて仕業構成を調整する際に⽤いられる。

運転⼿の配置状況に応じて、既存仕業を分割・圧縮し、便の割付を⾒直
す。

36 事故惹起運転者 じこじゃっきうんてんしゃ ー
⼀定期間内に交通事故を発⽣させた運転者を指す。事故の内容や原因に応じて、安全運転教育、指導監督、適性診断などの
追加措置が求められ、再発防⽌に向けた管理対象となる。事業者は事故惹起運転者を把握し、運⾏の安全確保のために必要
な指導を⾏う。

事故惹起運転者に対して、追加の安全教育を実施する。

37 ⾃主点検 じしゅてんけん ー
事業者が⽇常的に実施する⾞両点検を指し、法定点検とは別に、運⾏の安全確保のために独⾃に⾏う点検項⽬を含む。運⾏
前後の点検で確認された事項や、運転⼿からの申告内容を踏まえて⾞両状態を確認し、必要に応じて整備につなげる役割を持
つ。

⾃主点検で異常が確認され、整備担当へ対応を依頼した。

38 実施運賃／上限運賃 じっしうんちん／じょうげんう
んちん ー

上限運賃は、事業者が設定できる運賃の上限として国⼟交通省の認可を受けた運賃⽔準を指す。実施運賃は、その上限運賃
の範囲内で事業者が実際に適⽤する運賃であり、利⽤者が⽀払う運賃として運⽤される。運賃制度は、まず上限運賃を枠として
設定し、その枠内で実施運賃を決めるという構造になっている。

上限運賃の範囲内で実施運賃を⾒直し、次期改定案を作成する。

39 実⾞ じっしゃ ー 旅客を乗せて営業として運⾏している状態を指す。停留所間を乗客扱いで⾛⾏している区間のみが対象となり、回送や待機中の
⾛⾏は含まれない。運⾏実績やコスト算出の基礎となる区分。 実⾞の区間を中⼼に需要の変化を分析する。

40 実⾞キロ じっしゃきろ ー 旅客を乗せて営業運⾏した距離を基準に算出した、1キロ当たりのコスト指標を指す。運転⼿⼈件費や燃料費などの運⾏経費を
実⾞距離で割って求める実⾞⾛⾏キロ当たり経常費⽤の⼀種として⽤いられる。 実⾞キロを算出し、路線ごとの運⾏コスト⽔準を⽐較する。

41 ⾃動⾞特定整備 じどうしゃとくていせいび ー
⾃動⾞（事業⽤⾞両を含む）について、法令で定められた整備基準に従って実施する点検・整備を指す制度。エンジンやブレー
キ、排気ガス規制装置など、安全や環境に直結する重要部分の整備を対象とし、整備記録の保存や整備実施を義務化するも
の。

法定の⾃動⾞特定整備を遵守し、毎⽉バス⾞両のブレーキ・排気装置の
点検記録を取得する。

42 ⾞庫 しゃこ ー
バス会社の営業所に紐づく⾞両の留置場所を指し、⾞両の駐⾞や⽇常的な清掃を⾏う場所として⽤いられる。営業所と異なり運
⾏管理者を配置する必要はなく、点呼は営業所などから遠隔で実施する。事業⽤⾃動⾞の停泊施設として法令上の基準に基づ
き整備される。

⾞庫で点呼を受けるため、営業所の運⾏管理者が遠隔点呼を実施する。

43 需給設計 じゅきゅうせっけい 運輸基本計画 運⾏実績（各路線・系統の乗降客数・遅延）や勤務実績（運転⼿の過不⾜等）を基に、便の運⾏時間帯・便数、路線の新
設や再編を検討する業務を指す。

需給設計の結果を踏まえ、利⽤が少ない時間帯の減便や混雑時間帯の
増便を検討する。

44 助勤 じょきん 応援 他の営業所や別部⾨（貸切など）に所属する運転⼿が、路線バスの運転⼿が不⾜した際に勤務・配⾞計画に組み込まれ、仕
業を担当する勤務を指す。必要な運⾏を維持するため、⼀時的に応援として配置される。 運転⼿が不⾜するため、別営業所の運転⼿を助勤として配置する。

45 初任運転者 しょにんうんてんしゃ ー 新たに路線バスの運転業務に就く運転者を指す。事業者は初任運転者に対し、法令で定められた初任診断や安全運転に関す
る教育、路線習熟などの研修を実施し、適性および技能を確認したうえで乗務に配置する。 初任運転者に対して、乗務開始前の教育と路線習熟を実施する。

46 整備実施記録簿 せいびじっしきろくぼ ー ⾞両に実施した点検・整備の内容を記録する帳票を指す。実施⽇、作業内容、使⽤部品、整備担当者などを記載し、法令で保
存が義務付けられている。路線バス事業では、⾞両状態の把握や整備履歴の確認、監査対応に⽤いられる。 整備実施記録簿を確認し、該当⾞両の整備履歴を把握する。

47 早発 そうはつ ー 計画したダイヤで定められた発⾞時刻より早く停留所を発⾞してしまうことを指す。予定より早く発⾞することで、本来乗⾞できたは
ずの旅客が利⽤できなくなるため、運⾏管理上の重⼤な不適切⾏為とされる。 早発が発⽣したため、他の便での発⽣状況を営業所で点検する。

48 続⾏便 ぞっこうびん 増発便 混雑時などに、同⼀路線・系統で先⾏する便の直後に追加して運⾏する便を指す。需要に応じて臨時的に設定され、通常ダイヤ
には記載されない場合が多い。 利⽤者増加に対応するため、始発の混雑時間帯に続⾏便を設定する。

49 対キロ区間制 たいきろくかんせい ー 系統ごとに運賃区界停留所を設定し、その区界停留所間の距離にもとづいて運賃を算出する⽅式を指す。乗⾞距離に応じて運
賃が変化する制度であり、⼀般乗合バスで広く⽤いられている。

新設停留所の追加に伴い、当該系統の運賃区界停留所を再設定し、対
キロ区間制の運賃表を更新する。

50 代⾞ だいしゃ ー ⾞両故障や点検、事故対応などにより本来の⾞両が使⽤できない場合に、代わりに運⾏へ投⼊する⾞両を指す。急な⾞両⼿配
に対応するため、営業所では⼀定の余裕⾞両を確保しておく。 ⾞両故障が発⽣したため、代⾞を⼿配して運⾏を継続する。

51 代務 だいむ 代替運転 本来その業務や乗務を担当する予定であった運転⼿が、⽋勤や体調不良、勤務変更等により担当できなくなった場合に、運⾏管
理者が別の運転⼿を充てて当該業務⼜は乗務を担当させることを指す。

当⽇乗務予定の運転⼿が⽋勤となったため、運⾏管理者が代務を⼿配
し、別の運転⼿が当該便を担当した。

52 ダイヤ だいや ⼭ダイヤ 路線や系統ごとに、各便の到着・発⾞時刻や便の並びを整理した運⾏計画を指す。設定された便を⼀⽇の時間軸に沿って配置
し、各便がどの時刻にどの停留所へ到着・発⾞するかを⽰す。 ダイヤを確認し、接続便の乗継ぎが成⽴しているかを営業所で点検する。

53 地帯制 ちたいせい ゾーン制 地域を複数の地帯（ゾーン）として設定し、乗⾞停留所と降⾞停留所がまたぐ地帯の数によって運賃を決定する⽅式を指す。各
停留所が属する地帯とその境界位置を系統ごとに設定し、その区分にもとづいて事業者が運賃体系を設定する。

地帯制への⾒直しに向け、停留所ごとの地帯区分と境界位置を再確認す
る。

54 中休 ちゅうきゅう／なかやすみ ー 仕業の途中に設けられる、勤務から解放された時間を指す。通常の短い休憩とは異なり、⼀定以上の⻑い解放時間として扱わ
れ、労務管理上は勤務時間に算⼊しない。仕業編成時には、中休に該当するよう前後の便の組み合わせを調整する。 中休を確保するため、前後の便配置を⾒直して仕業を組み替える。

55 定期点検 ていきてんけん ー
法令に基づき、⼀定間隔で実施する⾞両の点検整備を指す。路線バスでは主に 3か⽉点検・12か⽉点検があり、ブレーキ、操舵
装置、灯⽕類、⾞体状態など、安全運⾏に必要な項⽬を定められた基準に従って点検する。安全確保と⾞両状態の維持のた
め、事業者に実施が義務付けられている。

該当⾞両の定期点検が近いため、運⾏を外して整備⼯場へ回送する。



No ⽤語 読み⽅ 同義語 定義 凡例（使い⽅）

56 停留所 ていりゅうじょ バス停、バス停留所
バスが旅客の乗降のために停⽌する場所を指す。停留所の位置を定めたうえで名称や番号を付し、標柱などの設備を設置して設
定する。上下線で複数ののりば（標柱）を持つ場合でも、全体を⼀つの停留所として扱う。停留所は系統の起点・終点・経由を
構成する基本単位であり、ダイヤ上の到着・発⾞時刻や運⾏計画の基準となる。

停留所の移設に伴い、ダイヤと系統の経路を修正する

57 適性診断 てきせいしんだん ー
運転⼿の運転特性や⼼理特性を把握するために、法令で定められた基準に従って実施する診断を指す。初任、⼀般、特定、事
故惹起など区分ごとに実施要件があり、反応速度、判断⼒、動作の正確さ、性格特性などを測定し、安全運転に必要な適性を
確認する。路線バス事業では乗務配置や指導内容の検討に⽤いられる。

初任運転者の乗務前に適性診断を受診させ、結果を教育計画に反映す
る。

58 点呼 てんこ ー
運⾏開始前後に運転⼿の健康状態、飲酒の有無、携⾏品、道路状況、経路、注意事項などを確認するために、運⾏管理者が
実施する法定の⼿続を指す。始業点呼と終業点呼に加え、⻑時間の乗務が続く場合などには、事業者が安全確保のために⾃主
的に中間点呼を実施することもある。点呼は対⾯または遠隔で⾏われ、記録の作成・保存が義務付けられている。

⻑時間乗務となるため、途中の営業所で中間点呼を受ける。

59 特殊区間制 とくしゅくかんせい ー ⼀定の距離を⽬安に区切りとして適した停留所を選び、その停留所間を区間として運賃を定める⽅式を指す。乗⾞停留所から降
⾞停留所までにまたぐ区間数に応じて運賃が決まり、区間単位で運賃体系を設定する。 停留所が追加されたため、対キロ制から区間制へ運賃体系を⾒直す。

60 特定整備認証 とくていせいびにんしょう ー ⾃動⾞の特定整備（電⼦制御装置整備および分解整備）を⾏うために、⼯場が国の定める基準に適合していることを⽰す認証
を指す。認証を取得した⼯場のみが特定整備を実施できる。 ⾃社⼯場で特定整備を⾏うため、特定整備認証の取得を進める。

61 ⽇⾞ にっしゃ ー
国⼟交通省が定める⾏政処分の⼀つで、事業⽤⾃動⾞について⼀定期間ナンバープレートを取り外し、⾞両を運⾏に使⽤できな
くする措置を指す。重⼤な法令違反や整備不良など、安全運⾏に影響する違反が認定された際に科される。期間中は当該⾞両
を運⾏に充てることができず、代⾞の確保や運⾏計画の⾒直しが必要となる。

⾏政監査の結果、対象⾞両が⽇⾞処分となり、運⾏計画を調整した。

62 燃料油脂費 ねんりょうゆしひ 燃油費 バスの運⾏に必要な燃料（軽油など）と、エンジンオイルやグリスなどの油脂類の補充・交換にかかる費⽤を指す。運⾏に直接必
要となる代表的な費⽤項⽬として、原価計算で⽤いられる。

燃料油脂費を確認し、当⽉の燃料消費や油脂類の使⽤状況を把握す
る。

63 乗継 のりつぎ
1台のバスを複数の運転⼿で担当する運⽤において、途中の停留所や指定された地点で運転⼿が交替し、同じ⾞両の運⾏を引
き継ぐことを指す。⾞両を効率的に運⽤するため、⾞両仕業に基づいて⾞両の運⽤を設計する中で⾏われるもので、運転⼿のみが
交替し、⾞両はそのまま次の運⾏に使⽤される。

○○停留所で乗継を⾏い、後続の運転⼿が同じ⾞両で次の運⾏を担当し
た。

64 乗り継ぎ仕業 のりつぎしぎょう ー 1つの仕業を複数の運転⼿や⾞両で担当することを前提に構成した仕業を指す。途中の停留所や営業所などで担当を受け渡す
ことで、労働制約への対応や運⾏効率の確保を図る。 乗り継ぎ仕業を導⼊し、⻑時間連続乗務を避ける勤務構成に⾒直す。

65 バスロケーションシステム(バスロケ) ばすろけーしょんしすてむ
(ばすろけ) ー GPS 等を⽤いて⾛⾏中のバスの位置情報・運⾏状況をリアルタイムで取得し、運⾏管理や利⽤者案内に活⽤する仕組みを指

す。遅れや早着の状況、次停留所への到着予測などを把握でき、運⾏管理者の指⽰出しや利⽤者向け到着案内に⽤いられる。 バスロケの情報を確認し、遅れが発⽣した系統の状況を把握する。

66 バリアフリー対応 ばりあふりーたいおう ー
⾼齢者や障害者をはじめ、誰もが利⽤しやすいようにバスや停留所を整備することを指す。ノンステップバスの導⼊、⾞いす固定設
備、⾳声案内、視覚障害者誘導⽤ブロック、段差解消、停留所上屋の設置などが含まれる。交通バリアフリー法およびバリアフリー
法の基準に基づき、安全で円滑な移動を確保するために進められる。

バリアフリー対応の⼀環として、停留所に点字ブロックを追加設置する。

67 ハンドル時間 はんどるじかん 運転時間
乗務時間

運転⼿がバスを操作して⾛⾏している時間を指す。勤務時間の上限管理や休憩時間の設定に関わるため、仕業編成で適正な
範囲に収まるよう調整される。 ハンドル時間が基準を超えないよう、仕業の構成を⾒直す。

68 便 びん ー 起点の停留所から終点までを⾛⾏する1回の運⾏を指し、バス運⾏を構成する最⼩単位となる。各停留所間の区間時分に基づ
いて所要時間が設定され、ダイヤ上では便ごとの到着・発⾞時刻が⽰される。 増便の検討にあたり、対象便の区間時分と運⾏区間を確認する。

69 便乗 びんじょう 運転⼿が乗継地点や始発停留所などの乗務開始地点、または乗務終了後の営業所等へ移動する際に、他の運転⼿が運転す
るバスに乗⾞して移動することを指す。乗務の引継ぎや勤務に伴う移動を⾏うため、別の⾞両を利⽤して移動する運⽤をいう。

次の乗務の開始地点へ移動するため、別の運転⼿が運⾏するバスに便乗
して移動した。

70 付帯労働 ふたいろうどう ー 運転以外に乗務へ付随して発⽣する作業を指し、始業・終業点検、書類記⼊、出⼊庫準備、待機などが含まれる。ハンドル時
間以外の勤務時間として扱われ、仕業編成や労務管理で考慮される。 付帯労働を整理し、勤務時間の配分を⾒直す。

71 平均乗⾞密度 へいきんじょうしゃみつど ー
⼀定の路線または区間において、乗⾞した旅客数を距離で割って⽰す指標を指す。旅客数を当該区間の実⾞キロで割って算出
し、区間ごとの利⽤状況や需要の強弱を把握するために⽤いられる。平均乗⾞密度が低い区間は、補助対象の検討や運⾏⾒直
しの判断材料となる。

平均乗⾞密度が低い区間について、補助の要否を含めて⾒直しを⾏う。

72 未割当仕業 みわりあてしぎょう 空き家、空き番 勤務計画や配⾞計画を作成した時点で、担当する運転⼿や⾞両がまだ割り当てられていない仕業を指す。運転⼿の休暇取得、
研修、乗務外業務、⾞両の⼊庫や検査など、⽇々の状況変化により発⽣し、運⾏当⽇までに順次割り当てが⾏われる。 未割当仕業について、当⽇の出勤状況を踏まえて担当を決める。

73 要素別原価表 ようそべつげんかひょう ー
⼀定期間に発⽣した各事業の直接コストと、共通コストを按分した費⽤を、⼈件費、燃料費、修繕費、保険料、減価償却費など
の要素ごとに集計した⼀覧を指す。路線バス事業の原価計算に⽤いる基礎データとなり、路線・系統ごとの運⾏コスト算出に利⽤
される。

要素別原価表を確認し、按分後の費⽤構成を把握する。

74 予備仕業 よびしぎょう 代務仕業 通常の仕業とは別に、代替乗務が必要となった場合に担当できるよう設定される仕業を指す。出勤している運転⼿が、⽋員や運
⾏変更などで⽣じた未割当の仕業を補うために、必要な便へ割り当てられる。 運⾏変更に備え、予備仕業に運転⼿を割り当てる。

75 路線・系統 ろせん・けいとう 路線・運⾏系統 路線は、バスが運⾏する経路や営業区域を⽰す概念を指す。系統は、その路線の中で起点から終点までをどの経由で運⾏するか
を⽰す具体的な運⾏パターンを指す。路線が運⾏範囲を⽰すのに対し、系統は実際の運⾏内容を表す。 ダイヤ⾒直しに合わせ、同⼀路線内で系統の区間設定を整理する。


